
1011 広報ひろの 2016.５　№537

INFORMATION～まちからのお知らせ～

　平成28年４月14日から発生している地震により、熊本県内各地において人的被害をはじめ家屋の

倒壊等甚大な被害が発生し、熊本県の全市町村に災害救助法が適用されています。

　日本赤十字社福島県支部広野町分区ならびに広野町共同募金委員会では、被災された方々を支援

するため、義援金の募集を行っています。

　集まった義援金は、日本赤十字社・福島県共同募金会を通じて熊本県へ送付され、被災者の方々

へ届けられます。

ご協力よろしくお願いいたします！

訪問相談会を行っています

放射線相談室

　５月の相談予定は以下の通りです。放射線に関する不安や、相談したい事をお持ちの方は、ぜひお越
しください。
　集まって頂いた方全員での対話の後、個別の相談もお受けします。

開　催　日 会　　場 時　　間

５月19日（木） 高 久・ 鹿 島 第 ４ 仮 設 午後２時～午後３時

５月26日（木） 常 磐 迎 第 ２ 仮 設 午後２時～午後３時

５月30日（月） 四倉鬼越・工業団地仮設
午後２時～午後３時
午後３時～午後４時

＊�Ｄシャトル（下の写真↓の「小さい線量計」）の読み出しも実施しますのでお持ちの方は持っ
て来てください。

 問�広野町放射線相談室　☎080-9252-4773
��� 広野町放射線対策課　☎0240-27-4162　

平成28年度　子どもの学習支援による地域再生事業（放課後支援）

『ひろの元気教室』活動指導員の募集

　広野町教育委員会では、放課後の子ども達の安
全･安心な居場所を設け、地域の多様な大人の参
画を得て子ども達に様々な体験・交流・学習活動
の機会を提供する「ひろの元気教室」を平成26年
より運営しています。子ども達の社会性、自主性、
創造性等の豊かな人間性を育む環境づくりをより
充実させるために、活動指導員を次のとおり募集
いたします。
　子どもが好きな方、広野小学校区にお住まいの
方や近隣の方、退職教員、社会教育関係者、地域
で活躍しているさまざまな分野の方々の応募をお
待ちしています。

■活動日時　　毎週火・水・木曜日
　　　　　　　15：00～16：00　
■活動場所　　広野小学校　図書室等
■活動内容　　�小学４～６年生の健全な育成を図

るために、宿題などの勉強を教え

　　　　　　　�たり、遊びやスポーツの見守り、
文化活動や体験活動などを実施。

■時　　給　　1,000円（交通費を含む）
■募集人員　　２名
■応募資格　　�満18歳以上の方。児童の健全育成

に意欲を持つ方。
■応募締切　　募集人員になり次第
■応募方法　　�市販の履歴書に必要事項を記入の

上、広野町教育委員会『ひろの元
気教室』まで提出してください。
（郵送でも可能）

　　　　　　　＊�追って面接の日時をお知らせい
たします。

 問�広野町教育委員会
　�〒979-0402　広野町大字下北迫字苗代替35
　�☎0240-27-4166　FAX�0240-27-4167

広野町公民館内に移りました

放射能簡易分析検査センターの移設のお知らせ

　二ツ沼総合公園内にありました放射能簡易分析
検査センターは、平成28年４月１日より広野町公
民館内に移設となりました。

 問�産業振興課　☎0240-27-4163
　　食品等の放射能簡易分析検査センター
�　☎080-3303-6805

総務省からのお知らせ

電波は、ルールを守って正しく使いましょう

　６月１日から10日は「電波利用環境保護周知啓

発強化期間」です。

　電波は航空機や船舶、警察、消防、救急用など、

私たちの生活の安心・安全の確保に使われていま

す。

　不法電波は、こんな大切な通信を妨害して私た

ちの生活や、人命の安全を脅かします。

　電波の混信・妨害についての

お問い合わせは総務省東北総合

通信局相談窓口まで。

 問�総務省　東北総合通信局　相談窓口

　�☎022-221-0641

��� http://www.soumu.go.jp/soutsu/tohoku/

お気軽にご相談を

「特設人権相談所」の開設について

　皆さんの毎日の生活の中で、次のような『人権

問題』でのお悩みはありませんか？

�離婚や扶養、相続など、家庭内で問題が起こっ

た。�

家主や地主から一方的に追い立てられている。�

体罰や「いじめ」を受けた。�

�不当に仲間はずれにされたり、差別的扱いを受

けた。�

高齢者、子どもが虐待を受けている。�

セクシュアル・ハラスメントを受けている。�

変なうわさをたてられ、名誉や信用を失った。�

�近隣間の騒音、悪臭、ばい煙などに悩まされて

いる

　下記のとおり、特設人権相談所を開設いたしま

すのでお気軽にご相談ください。

　相談は無料で、難しい手続きはありません。相

談の内容についての秘密は厳守されます。詳しく

は、広野町役場町民保健課戸籍係までご連絡くだ

さい。

特設人権相談所

　開設日　　平成28年６月１日（水）

　場��所　　広野町役場３階　301会議室

　時��間　　午前10時～午後３時

 問�広野町役場　町民保健課　戸籍係

　　☎0240-27-2113

熊本地震義援金　受付中！
熊本県の皆さんに温かいご支援を!!

【受付期間】　平成28年４月15日（金）～�平成28年６月30日（木）
【受付窓口】　・日本赤十字社福島県支部広野町分区
　　　　　　・福島県共同募金会広野町共同募金委員会
　　　　　　　（広野町中央台１－４－１　広野町老人福祉センター内）　☎27－2789


